
オリローって
なに？

日時・
場所

担当：施設課環境安全 内線5790

オリロー（緩降機）は消防法

令で規定される避難器具です。
災害時に、建物の上階から地
上に避難をする際に使用しま
す。
今回の訓練では、消防設備

士の方の直接指導のもと、オ
リローを体験します。


